
1 研究背景 

現在，日本では若者の都市部への人口流出による
地方の過疎化，世界では地球温暖化がそれぞれ大き
な問題となっている． 
日本の問題である，若者の都市部への人口流出に

よる地方の過疎化は，過疎化地域の人口減少問題の
原因となっており，この人口減少問題の影響として，
地域公共交通の撤退・縮小，空き家，空き店舗などの
増加，地域コミュニティの機能低下などがある．実際
に国土交通省1)の人口減少を実感する場面のアンケ
ートによると，Table1に示すように， 
・空き家の増加 
・商店街にシャッターが下りたままの店舗が増えた． 
・バスや鉄道の本数が減った，路線がなくなった． 
の3つは地方で高い割合となっている．このような悪
影響をもたらす人口減少問題が，若者の人口流出と
低い出生率を同時に進行させており，悔過的にさら
なる過疎化を進行させている． 
また，過疎化している地区の基礎自治体では人が

少なくなり，総務省2)の地方財政白書に記載されてい
る自治体の収入の大きな割合である市町村民税も減
少している．実際に人口と市町村民税収額の増減率
の相関関係３），Fig.1によると，人口の減少率が大き
い自治体ほど税収の減少率も大きい傾向がうかがえ
る．人口の減少率が最も大きい秋田県や二番目に大
きい和歌山県では，税収も大きく減少している．実際
に，人口減少による将来的な税収の予測を公表して
いる秋田市では，2029年には税収が26億円余り減少
すると試算されている4）． 
そのため，基礎自治体の歳入自体が少なくなって

しまい，住民サービスも減少，より過疎化が進行して
しまうという状況に陥っている．和歌山県では汚水
処理施設の普及状況の指標を示す汚水処理人口普及
率が51.％と全国平均88.9％と比較しても低い状況に
なっている５）．汚水処理人口普及率が低いと公共用
水域の保全，生活環境の向上等が難しくなる． 
他にも和歌山県の過疎地域の学校数は小学校が

191校あったものが114校に減少し，中学校も86校あ
ったものが65校に減少している．秋田県ではTable2 
で示すように過疎地域における上下水道の整備につ
いて6），上水道は普及率が全国と比較して11.3％，全

県と比較して4.4％下回っている．また，下水道につ
いても，普及率は全国と比べ19.9％と大きな差があ
るほか，全県と比較しても12.5％下回っている． 

 
Table1 人口減少を実感する場面のアンケート 

 都 市 圏
（n=537） 

地 方
（n=656） 

学校が廃校になった 27.2％ 26.8％ 

外で子どもの声を聞かな
くなった 

38.5％ 37.3％ 

商店街にシャッターが下
りたままの店舗が増えた 

51.6％ 58.1％ 

百貨店やスーパーがなく
なった 

8.9％ 13.0％ 

バスや鉄道の本数が減っ
た，路線がなくなった 

13.2％ 21.8％ 

管理されない公園等の公
共施設が増えてきた 

4.5％ 3.0％ 

医療施設，福祉施設が減
少した 

4.3％ 2.1％ 

空き家を見かけるように
なった 

46.9％ 53.0％ 

転出者の噂を聞くように
なった 

4.5％ 4.7％ 

地域に活気がなくなった 20.1％ 19.8％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 人口減少と市町村民税収額の相関関係 
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概要－  現在，世界では地球環境問題が注目されている．その中でも CO₂排出量増加問題については特
に問題となっている．また，日本では地方の過疎化が進んでいる．地方税が税収の多くを占める自治体で，
過疎化が進んでいる地方部は歳入自体が減っている．その結果，地方の過疎化が進む要因となっている．
このような２つの問題に対して，過疎化が進む地方自治体の歳入を確保しつつ，CO₂の増加も抑えるため
に，基礎自治体，企業間での排出権取引制度の導入の可能性について検討する．各自治体間の排出枠を確
定するために，CO₂排出量と吸収量を算定し各自治体の排出枠の算定を行う．排出枠の値段設定などのシ
ナリオを考え，数理モデルを構築し，自治体間排出権取引が実現可能かを検討する． 
キーワード：排出権取引，自治体，シナリオ分析 
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Table2秋田県と全国の水道，下水道普及率の比較 

  全国 全県 過疎地域 

水道普及率 97.7% 90.8% 86.4% 

下水道普及率 79.8% 72.4% 59.9% 

この地方の過疎化問題に対して，地方自治体が住
民サービスの向上や過疎化の対策を行うために必要
な歳入を確保する制度として，税外収入を増やして
いくことが必要になっている． 
地方の過疎化問題について今までに行われてきた

対応は，全国市長会過疎関係都市連絡協議会７)の過
疎対策で，特に成果があった分野と，なお課題が残っ
ている分野のアンケートによると，Table3に示すよ
うに，市町村道・農道・林道等の道路の整備，上下水
道施設等の整備，観光・交流施設等の整備，教育・文
化施設等の整備など，過疎債を活用したハード整備
分野に成果があったとの回答が多い．その反面，集落
の維持・活性化，自然環境，景観等の維持・保全，都
市から地方への移住・交流の促進などについては，成
果があったとの回答は少ない． 
また，これまでの過疎対策により，成果があったと

する分野においても，なお課題があるとの回答が多
く，特に市町村道・農道・林道等の道路の整備につい
ては，最も成果があったとする一方で，なお最大の課
題と考えられている．また，地域交通の確保，集落の
維持・活性化，農林水産用の復興，地域医療体制の確
保について課題があるとの回答も多い．これらの分
野は成果があったとの回答が少ないものであり，現
在の過疎地域において，解決すべき重要な課題と言
える．従って，まだまだハード面もソフト面も改善し
なくてはいけない部分が多い．そのため税外収入を
増やしていくために行っていた取り組みとして，各
種証明書の取得や粗大ごみの回収の際の料金などが
行われていた．しかしながら，自治体が平成24年度
に集めた手数料や使用料は，歳入総額の約2％程度8）

で終わってしまっている． 

Table3 これまでの過疎対策で，特に成果があった
分野と，なお課題が残っている分野のアンケート 

次に，世界で問題となっている，地球温暖化問題で
ある．世界の平均気温は産業革命前よりもすでに1度
上昇しており．毎年のように異常気象による河川の
氾濫や土砂災害などが世界で多発している．この先
1.5度，2度と気温が上昇していくと悪影響がさらに
深刻になっていくことが予想される． 
実際，地球温暖化に関する世界の科学的な知見を

集めたIPCCが，上昇する気温が2度と1.5度のわずか
0.5度の違いでさえ，海面上昇や酸性化，干ばつや洪
水を引き起こす極端な気象変化を増加させると警鐘
を鳴らしており，もはや上昇する気温を2度に抑えら
れたとしても，ある程度の影響は避けられなくなっ
ている．そのため，温暖化の進行を食い止めるために
は，上昇する気温を1.5度に抑えることを目指して温
室効果ガスの排出量を減少させていく必要がある． 
このような地球温暖化の原因になっている温室効

果ガスには，二酸化炭素，メタン，一酸化二窒素，フ
ロンガスがある．二酸化炭素は地球温暖化に及ぼす
影響がもっとも大きな温室効果ガスで，その割合は
約80％を占めている．そのため，特に二酸化炭素を
注力して減らしていく必要がある． 
この地球温暖化問題について今までに行われてき

た対応は，世界で行われている，国間でCO₂ の排出
量を抑えるためのCO₂の排出量取引制度である．排
出量取引とは，各企業・国などが温室効果ガスを排出
することのできる量を排出枠という形で定め，排出
枠を超えて温室効果ガスを排出してしまった企業・
国などが，排出枠より実際の排出量が少ないところ
から排出枠を買ってくることを可能にして，それに
より排出枠を超えて排出した，温室効果ガスを排出
枠を超えてないとみなすことができる制度であり，
二つの形式がある． 
排出量取引制度の最も一般的な形式である「キャ

ップ・アンド・トレード型」は2005年1月からEUが
開始した排出量取引制度でも扱われている方法であ
る．対象部門全体の排出量にキャップ（上限）をかけ
て，その中で排出枠を取引することによって，対象部
門における最も費用効果的な排出削減の達成を可能
にする制度である． 
キャップ・アンド・トレード型の基本的な排出権取

引の流れは 
1．排出削減量を決め，排出枠を発行する 
2．排出枠を配分する 
3．実際の排出量と排出枠の差異が生じる 
4．各施設は自力削減または取引をする 
5．排出量と排出枠のマッチング 

という流れで，この制度は2つの特徴をもっている． 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.2 キャップ・アンド・トレード型の基本的な

排出権取引のイメージ 

過疎化への取り組み 成果があった分野なお課題が残る分野

市町村道・農道・林道等の道路の整備 21% 12%

上下水道施設等の整備 15% 8%

情報通信施設等の整備 8% 8%

教育・文化施設等の整備 11% 7%

防災施設等の整備 10% 5%

観光・交流施設等の整備 11% 4%

地域医療体制の確保 3% 8%

高齢者福祉の増進 4% 3%

地域交通の確保 3% 10%

農林水産業の振興 9% 10%

地場産業、商工業の振興 2% 5%

企業誘致、企業立地の促進 1% 5%

都市から地方への移住・交流の促進 1% 4%

集落の維持・活性化 0% 8%

自然環境、景観等の維持・保全 0% 2%

その他 0% 1%
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1つ目の特徴として，効果（削減量）の確実性が
ある点．2つ目は，一定量の排出削減を達成するた
めにかかる費用を最小化することができるという点
である．しかし，現在日本で行われているJ-クレジ
ット制度という企業を対象とした，省エネルギー機
器の導入や森林経営などの取組による，CO₂などの
温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジッ
ト」として国が認証する制度はあまり機能していな
い． 
この理由としてJ-クレジット制度に参加するかし

ないかは任意という点，排出枠の設定を，各事業者の
過去の排出削減努力や今後導入可能な技術の内容や
程度等を踏まえて実現可能と考えられる排出削減の
程度を踏まえて設定するという，設定方法の明確の
指標がなかったため，枠をうまく設定できなかった
という点が挙げられる．そして，省エネ補助金制度を
拡充し得る補助金のほうが，J-クレジット制度で得ら
れる金額よりも多額という点から，企業にあまり興
味を持ってもらえなかったからである． 
もう一つの形式が「ベースラインアンドクレジッ

ト型」で，この方式は，温室効果ガスの削減事業を行
っている企業を対象として，温室効果ガスの削減事
業前の段階の排出量を基準とし，それを削減した分
だけクレジットを発行し，これを温室効果ガス削減
の対価とするものである．この形式の特徴として，排
出枠を超えて温室効果ガスを排出してしまい，排出
枠を購入しなければならないような企業が発生しな
い．しかしこれによって，効果（削減量）の確実性が
あまり見込められない． 
この2つの問題に対して，地方自治体が住民サービ

スの向上や過疎化の対策を行うための歳入をなるべ
く環境に悪影響を与えないで確保するような制度を
導入する必要があると考えた． 

2 研究目的 
本研究では，各自治体を排出量が排出枠を超えて

しまい，排出枠が足りない自治体と排出量が排出枠
を超えていなく，排出枠が余っている自治体に分け
る．その後，排出枠に余裕のある自治体と排出枠の
不足する自治体で排出枠の売買を行う．そのため，
CO₂排出量，吸収量の定式化からなる排出枠の算定
をする．その後に，排出枠の売買の値段設定方法を
決め，基礎自治体の二酸化炭素排出権取引のモデル
を構築する． 
そこから排出枠の設定方法，排出枠のCO₂単価や

今後のCO₂予測排出量等の不確定要素でシミュレー
ションを行う．そして，基礎自治体の歳入を確保す
る制度として，基礎自治体の二酸化炭素排出権取引
の導入が現実的に可能かどうか，実際に制度を導入
したときに，その実現可能性について検討する事を
目的とする． 

3 先行研究 
既存研究では，日本で行われているカーボンクレ

ジット制度や J-クレジット制度が日本に必要かの考
察をする研究と，排出枠取引のシミュレーションに

1 対象部門全体の排出量にキャップ（上限）をかけ
て、その中で排出枠を取引することによって、対象

よる取引市場の制度設計や分析、評価などが行われ
てきた． 
青木９）は東京都が導入したキャップ・アンド・ト

レード型の東京都排出量取引制度の国および他の自
治体による追認・模倣を通じた，背策波及の可否の考
察を行った．道府県レベルの平均的自治体では削減
義務対象となる産業，業務部門の収入が多く CO２の
削減を行う際に税財政上の脅威となるこのような要
因で本政策の波及可能性を阻害するとの理解が得ら
れた． 
原田 10）はマルチエージェント・シミュレーション

を用いて現在実施されている，東京都排出量取引制
度モデルを構築し，経済効率，価格の安定性，取引効
率などの面から分析を行った．そして，様々な個性を
持つ参加主体の特性を反映させた市場参加や，市場
のルールが市場に与える影響を考察した．その結果
取引参加者の価格認識の精度は，高すぎても経済効
率性を悪化させ，適切な情報公示を行わなければ十
分に高効率な制度運営を実現できないということを
発見した． 
このように排出権取引の研究は市場分析や制度と

しての考察が多く，実際の排出量を用いたシミュレ
ーションや，CO₂排出権取引を市区町村の財源を確
保する事が目的で行っているような研究は行われて
いない．  
 
4 研究方法 
本研究では排出量取引制度の最も一般的な形式で

あるキャップ＆トレード形式1 を使用する． 
CO₂排出量，吸収量の算出に関する式の定式化，

将来の排出量, 吸収量予測データの定式化，排出枠
の設定などからモデルを構築する． 
その後，CO₂排出量を総合エネルギー統計，工業

統計，経済センサス, 自動車燃料消費量統計年報等
を用いて算出，吸収量を林野庁の市町村別私有林人
工林面積を用いて算出,財政復帰のための歳入を
RESAS の地方税サマリーデータを用いて算出，将
来の排出量, 吸収量の予測データを不確定要素を用
いて算出する． 
その不確定要素を用いたモデルでシミュレーショ

ンを行い，自治体間の CO₂排出権取引制度の導入に
ついて検討を行う． 

5 自治体間 CO₂排出権取引制度モデル 

排出量売買について Fig.3 に示す．排出枠とは 
CO₂ の許容排出量のことで，排出量が排出枠を超
えてしまうと排出枠が足りない自治体となり，排出
量が排出枠を超えていないと排出枠が余っている自
治体となる．この数理モデルを構築し，本研究の目
的を検討した．例えば A の自治体と B の自治体で
A が排出枠が足りない自治体となり，B が排出枠が
余っている自治体となる．この２つの自治体が排出
枠のお金で取引するこの数理モデルを構築する． 

5.1 自治体間 CO₂排出権取引制度の流れ 

部門における最も費用効果的な排出削減の達成を可
能にする制度 
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実際に過疎化している自治体では財政状況が厳し
いが，人口が少ない分住民が排出する CO₂の排出量
はあまり多くないため，キャップ・アンド・トレード
型の排出権取引をベースにし，国が排出枠に余裕の
ある自治体から排出枠を買い取り，排出枠の不足す
る自治体へ売却，分配を行う想定をした，本研究では
総自治体数で総排出枠を割り，平等に分配し，排出枠
が足りない自治体が排出枠を買うことを，制度とし
て定める.しかし，地方公共団体の財政力を示す指標
として用いられる財政力指数が 1 未満の自治体は,
地方交付税交付金の支給される赤字自治体のため, 
国から補助金を支出し CO₂ 排出量取引制度に参加
できるようにする.この制度を用いた結果，売る排出
量と買う排出量が均衡することを目指す. 
また補助金については制度開始年の支出額を基準

とし，翌年度の補助金額は前年度の任意の割合の額
とする． 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 排出権売買の流れ 

5.2 自治体の排出枠の設定 

式（１）に排出枠の計算方法を示す．排出枠は 2016
年時のものを基本的に使用し，排出枠の総量を 2016
年に排出した全基礎自治体の CO₂排出量に設定する．
この時の CO₂排出量は実際に排出している CO₂排出
量から CO₂吸収量を引いた値にする． 
排出枠の設定対象は全基礎自治体で，排出枠の設

定方法は無償割当と有償割当がある．しかし，有償割
当の方法はオークション方式のみで，オークション
方式は排出枠を設定する時点で取引が行われてしま
うため，本研究における排出枠の設定方法にはふさ
わしくない．従って本研究では無償割当を用いる． 
無償割当の中にも，ベンチマーク方式，グランドフ

ァザリング方式という二つの方式があり，ベンチマ
ーク方式では，事業者の過去の排出削減努力に報い
た公平な排出枠の設定をすることができるが，多種
多様な CO₂に対してベンチマーク方式の対象とする
ことは難しい．従って，排出枠を総量方式で設定する
際，過去の排出実績を基準とするものであるグラン
ドファザリング方式を用いる． 

自治体の排出枠 

＝2016 年の自治体の総排出量 

×（１－削減率）÷基礎自治体数   

削減率は任意で設定する    （１） 

5.3 排出枠の単価の設定 

排出枠の値段は国が固定せずに自治体ごとに決め
ることにする． 式（２）に，単価の計算方法を示す．

単価がそのまま排出枠が余っている自治体の収入の
基礎となるので，財政を復活させるために必要な資
金をまず加える．ただし，一年で財政を復活させるた
めに必要な金額を得るのは，金額が大きく，現実的で
ないため，割合を設定する．設定する割合を任意にす
ることで，シナリオ分析を可能にする．人工林の手入
れと人工林の造成については，排出枠が余っている
自治体は，売れる排出枠を増やすために人工林を増
やすこと，及び維持することが重要になると考え，1
年間人工林を維持する金額と 1 年間で人工林を造成
するときに必要な金額を加えた．人工林の造成も任
意にすることでシナリオ分析を可能にする． 
 

CO₂の単価(円)  

＝｛財政復帰に必要な金額の任意の割合(円) 

+1 年間の人工林の手入れ費用(円) 

+1 年間の人工林を任意の割合で造成するのに 

必要な金額(円)｝ 

÷余っている排出枠量        （２） 

6 使用するデータ 

自治体間 CO₂排出権取引制度の数理モデルを構築
するうえで必要となるデータの算出方法とその定式
化を行った． 

6.1 二酸化炭素排出量 

二酸化炭素排出量にはエネルギー転換部門，産業
部門，家庭部門，業務その他部門，運輸部門という 5
個の部門 11)がある．エネルギー転換部門は，一次エ
ネルギー国内供給部門から国内に供給された各エネ
ルギー源について，元のエネルギー源と異なるエネ
ルギー源を製造･生成するために，燃焼･乾留･分解な
どの化学変化や熱交換･分離･混合などの物理変化の
ために用いられたエネルギー源の量などを表現する． 
産業部門は，最終エネルギー消費のうち，第一次産

業及び第二次産業に属する法人ないし個人の産業活
動により，工場･事業所内で消費されたエネルギーを
表現する部門である．産業部門においては，工場･事
業所の内部のみで人･物の運搬･輸送に利用したエネ
ルギー源の消費を計上し，工場･事業所の外部での
人･物の運搬･輸送に利用したエネルギー源は運輸部
門に計上する． 
家庭部門は，最終エネルギー消費のうち，家計が住

宅内で消費したエネルギー消費を表現する部門．家
庭部門においては，自家用車や公共交通機関の利用
など人･物の移動に利用したエネルギー源の消費は
全て運輸部門に計上する． 
業務その他部門は，第三次産業(水道・廃棄物・通

信・商業・金融・不動産・サービス業・公務など)に
属する企業・個人が，事業所の内部で消費したエネル
ギー消費などを表現する部門である． 
運輸部門は，最終エネルギー消費のうち，企業・家

計が住宅・工場・事業所の外部で人・物の輸送・運搬
に消費したエネルギーを表現する部門で，この 5 部
門はそれぞれで算出方法が異なる． 

二酸化炭素排出量の算出方法 

二酸化炭素排出量は部門毎に算出方法 12）が異なる． 
基礎自治体の部門ごとに算出した二酸化炭素排出量
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を合計して，基礎自治体の総二酸化炭素排出量とす
る． 

式（3）にエネルギー転換部門の排出量の計算方法
を示す．エネルギー転換部門の排出量は，「事業所排
出量積上法」という実際の事業所の排出量を用いて
排出量を推計する方法を用いるため，温室効果ガス
排出量算定・報告・公表制度の特定事業所排出量デー
タが必要である．しかし，該当するデータの取得が不
可能なため，「全国按分法」2を用いて推計する．エ
ネルギー転換部門から排出されるエネルギー起源 
CO２排出量は，火力発電所の総出力に比例すると仮
定し，Fig.4 に示すように，推計する． 

EM 基礎自治体  

＝C 全国×Po 基礎自治体÷Po 全国×44/12   （３） 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.4 エネルギー転換部門計算の流れ 

 

産業部門は製造業部門と非製造業部門に分かれ，部
門よって算出方法が異なる．式（４）に製造業の排出
量の計算方法を示す．製造業の排出量の推計はエネ
ルギー使用量の実績値が把握できないものの，業種
別の排出量は推計できるため，「全国業種別按分法3」
を用いて推計する．産業部門の製造業により排出さ
れるエネルギー起源 CO₂排出量は，業種別製造品出
荷額に比例すると仮定し，Fig.5 に示すように，推計
する． 

EM 基礎自治体 

＝∑ (C 全国 i × P 基礎自治体 i/P 全国 i × 44/12)𝑖  

                                      （４） 

 
Fig.5 製造業部門の計算の流れ 

2 全国の炭素排出量に対して、人口，全国規模の数

値で按分する方法 

3 業種別に炭素排出量を按分する手法で,かつ、業 

式（５）に非製造業と業務その他部門の排出量の計
算方法を示す．非製造業と業務その他部門の排出量
の推計はエネルギー使用量の実績値が把握できない
ため，「都道府県別按分法4」を用いて推計する．非
製造業と業務その他部門により排出されるエネルギ
ー起源 CO₂排出量は，その部門で働いている従業者
数に比例すると仮定し，Fig.6 に示すように，推計す
る． 

EM 基礎自治体 

＝C 都道府県×W 基礎自治体/W 都道府県×44/12  （５） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fig.6 非製造業と業務その他部門の計算の流れ 

式（６）に家庭部門の排出量の計算方法を示す．家
庭部門の排出量の推計は，エネルギー使用量の実績
値が把握出来なく，都市ガス普及率を反映する事も
できないため，「都道府県別按分法」を用いて推計す
る．家庭部門により排出されるエネルギー起源 CO₂
排出量は世帯数に比例すると仮定し，Fig.7 に示すよ
うに，推計する． 

EM 基礎自治体 

＝C 都道府県×N 基礎自治体/N 都道府県×44/12  （６） 

 

 

Fig.7 家庭部門の計算の流れ 

運輸部門は自動車部門と鉄道部門に分かれ，部門
よって算出方法が異なる．式（７）に鉄道部門の排出
量の計算方法を示す．鉄道部門の排出量の推計は事
業者別の排出量を推計するためのエネルギー使用量
が把握負荷だったので「全国按分法」を用いて推計す
る．鉄道部門により排出されるエネルギー起源 CO₂

種別原単位の差異を反映した推計が可能 
4 「都道府 県別エネルギー消費統計」の都道府県

の炭素排出量を世帯数で按分する手法 
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排出量は地方公共団体の人口に比例すると仮定し，
「全国按分法」を用いて,  Fig.8 に示すように，推計
する． 

EM 基礎自治体 

＝C 全国×P 基礎自治体/Po 全国×44/12   （７） 

 
Fig.8 鉄道部門の計算の流れ 

 

 

Table4 自動車以外の二酸化炭素排出部門の定義 

記号 定義 

EM 基礎自治体 基礎自治体の CO2 排出量 

C 全国,i 全国の業種別炭素排出量 

P 基礎自治体 当該基礎自治体の業種別製造品出

荷額等 

P 全国,i 全国の業種 

I 業種 

C 都道府県 基礎自治体を含む都道府県の炭素

排出量 

W 基礎自治体 基礎自治体の従業者数 

W 都道府県 当該基礎自治体を含む都道府県の

従業者数 

N 基礎自治体 基礎自治体の世帯数 

N 都道府県 当該基礎自治体を含む都道府県の

世帯数 

 

式（８）に自動車部門の排出量の計算方法を示す．
自動車部門の排出量の推計は区域における車種別自
動車保有台数の構成比が全国の平均から偏っている
ため，「全国按分法」は実際の排出量との違いが大き
くなる．また，居住者や地元企業の保有車両を対象と
する対策の評価もできないため，車種別原単位の差
異を反映する場合には，エネルギー使用量の実績値
が無くても推計可能な手法のうち，「都道府県別車種
別按分法5」を用いて,  Fig.9 に示すように，推計す
る． 

5 エネルギー使用量の実績値が無くても車種別原単

EM 基礎自治体 

＝∑ （E 都道府県 i, j × N 基礎自治体 i × CEFｊ𝑖,𝑗

÷ N 都道府県 j）          （８） 

 

Fig.9 自動車部門の計算の流れ 

 
Table5 自動車部門の二酸化炭素排出部門の定義 
記号 定義 

EM 基礎自治体 当該基礎自治体の CO2 排出量 

E 都道府県 i,j 当該基礎自治体を含む都道府県の

車種別燃料種別総燃料使用量 

N 基礎自治体 i 基礎自治体の車種別燃料種別自動

車保有台数 

N 都道府県 i 当該基礎自治体を含む都道府県の

車種別燃料種別自動車保有台数 

CEFj エネルギー種別 CO2 排出係数 

i 車種 

j エネルギー種別 

6.2 二酸化炭素吸収量 

二酸化炭素の吸収量の対象は京都議定書では森林，
農地，草地，湿地，開発地，その他の土地の 6 つの土
地利用分類について，その土地利用変化と，温室効果
ガス排出量及び吸収量を算定し，報告することとな
っている． 
しかし，本研究においては，森林の吸収量だけを使

うことにする．なお，森林でも京都議定書のルールで
は，森林による吸収量のすべてを無条件で削減目標
の達成に活用できるわけではない．京都議定書で森
林吸収源の対象となる森林は，過去 50 年間森林では
なかった土地に植林された新規植林，1989 年 12 月
31 日より前の時点において森林であったが，同日時
点では森林ではなかった土地に植林された再植林，
森林経営をされた森林の 3 つで，これを現在ある人
工林であると仮定して，吸収量の算定を行う． 

二酸化炭素吸収量の算出方法 

式（10）に二酸化炭素吸収量の排出量の計算方法
を示す．京都議定書の森林による二酸化炭素吸収量

位の差異を反映できる手法 
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は下記の式（９）で求められる． 

吸収量（炭素トン/年）=幹の体積の増加量（m3/年）
×拡大係数×（1+地上部・地下部比）×容積密度（ト
ン/m3）×炭素含有率          （９） 

しかし，最大係数，容積密度などは樹木の年齢や，
直径などのデータが木の種類ごとに必要であり，公
開されているデータからは該当するデータを取得す
ることができなかったため，上記の式（９）で二酸化
炭素吸収量を算出することは不可能であった． 
林野庁では，適切に手入れされている 36～40 年生

のスギ人工林は 1 ヘクタール当たり約 302 トンの二
酸化炭素を蓄え，1 ヘクタールが 1 年間に吸収する
二酸化炭素の量は，約 8.813)トンと推定されていた．
また，日本の人工林の最も多い割合 14）はスギ人工林
で 44％次がヒノキ人工林で 25％である．従って，こ
のデータを用いて，基礎自治体に存在している人工
林が適切に手入れされている 36～40 年生の スギ人
工林だと仮定し，下記の推計式で算出した． 

二酸化炭素吸収量 

＝各基礎自治体の人工林の面積(ha) 

×8,8(t-co2/ha)           （10） 

6.3 二酸化炭素排出量の予測データ 

自治体間 CO₂排出権取引制度の数理モデルを構築
して，シナリオ分析，シミュレーションを行う上で，
将来の二酸化炭素排出量のデータを予測することが
必要になる． 
二酸化炭素排出量の予測をする際に，二酸化炭素

の排出部門ごとの人口増減率と世帯数の増減率に排
出量が比例すると仮定した． 
運輸（自動車）部門は 1 世帯に 1 台車を保有して

いると仮定し，世帯数の増減率で予測排出量を求め
る．家庭部門はもともと世帯数で按分して排出量を
求めているため，世帯数の増減率で予測排出量を求
める．運輸部門（鉄道）は人口で按分して排出量を求
めているため，人口の増減率で予測排出量を求める．
産業部門（非製造業）と業務その他部門は，従業員数
が人口の増減と比例していると仮定して人口の増減
率で予測排出量を求める．産業部門（製造業）は，人
口の増減と製造量の増減が比例していると仮定し人
口の増減率で予測排出量を求める．エネルギー転換
部門は，人口の増減と電気使用量が比例すると仮定
し，人口の増減率で予測排出量を求める． 
そして，2010 年の排出部門ごとに求めた二酸化炭

素排出量から人口増減と世帯数の増減によって算出
した．2016 年の予測排出量と 2016 年の実際の算出
方法を用いた二酸化炭素排出量を比べて，実際の算
出方法を用いた二酸化炭素排出量のほうが排出量が
少なかったため，その割合を求め，複利計算を用いて
１年で技術革新による CO₂減少の割合を求めた． 
2016年以降も人口増減率と世帯数の増減率で排出量
を推計し，そこに技術革新の CO₂排出量を抑える割
合を乗じたものを予測データとして推計した．なお
技術革新の CO₂排出量を抑える割合は実際に出した
もの以外にも任意で決めてシナリオ分析に入れるも
のとする． 

6.4 二酸化炭素吸収量の予測データ 

二酸化炭素吸収量の予測データは 1 年間の人工林
の造成面積によって変わってくる上に，自治体によ
って毎年一定量の人工林の造成ができるかわからな
いため，人工林の造成の割合を任意に設定して，正規
分布を用いて毎年ランダムに造成していくことにす
る．正規分布の平均は任意に決めることにする． 
造成分の人工林の面積を既存の人工林の面積と合

算し，1 ヘクタールが 1 年間に吸収する二酸化炭素
の量である，8.8 トンを乗じて，二酸化炭素吸収量の
予測データとして推計した． 

6.5 財政復帰に必要な財源 

式（11）に財政破綻度の計算方法を示す．財政復帰
に必要な金額を求めるための指標として，財政力指
数を活用した． 
財政力指数というのはもともとの財源の豊かさの

指標で，財政力指数が 1.0 を上回れば，その地方自治
体内での税収入等のみを財源として円滑に行政を遂
行できる富裕団体と呼び，下回れば地方交付税交付
金が支給される交付団体となり，さらに 0.4 を下回
ると，過疎団体の一要件とされる． 
このように財政力指数でも十分財政復帰に必要な

金額を求めるための指標として機能すると考え，財
政力指数から財政復帰に必要な金額を求めることに
する． 

財政破綻度＝ 

経常収支比率の偏差値＋実質公債費比率の偏差値

＋将来負担比率の偏差値＋財政力指数の偏差値 

（11） 

財政復帰に必要な金額の算出方法 

式（11）に財政復帰に必要な金額の計算方法を示
す．財政復帰に必要な金額を求める際に，まず目標の
財政力指数に達するにはどのくらいの基準財政収入
額があればいいのかを推計する． 

基準財政収入額とは各自治体が標準的な状態で徴
収できる税収のことで，各地方団体の財政力を合理
的に測定するために，当該地方団体について地方交
付税法第１４条の規定により算定した額である．現
在の財政力指数から目標の基準財政収入額と現在の
基準財政収入額二つを算出する．式（12）に目標の基
準財政収入額，式(13)に現在の基準財政収入額の計
算方法を示す． 
次に，目標の基準財政収入額の算出のために基準

財政需要額を算出する．基準財政需要額とは各地方
団体ごとの標準的な水準における行政を行うために
必要となる一般財源を推計するもので式（14）に現
在の基準財政需要額の計算方法を示す． 
目標の財政力指数は下回ると，過疎団体の一要件

とされてしまう 0.4を上回ることに決めて推計した． 

財政復帰に必要な金額＝ 

目標の基準財政収入額-現在の基準財政収入 (11) 

目標の基準財政収入額＝ 

現在の基準財政需要額×目標の財政力指数 (12) 
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現在の基準財政収入額＝ 

標準的な地方税収入×75/100+地方譲与税等 

(13) 

現在の基準財政需要額＝ 

現在の基準財政収入額÷現在の財政力指数  (14) 

 

6.6 1 年間の人工林の手入れ費用の算出方法 

人工林の手入れとは基本的に間伐で，特に保育間
伐のことを指す．間伐を行う際の費用は下刈りが不
要，人工林の間伐の費用は足場が良いなどの条件が
最も良い人工林で 1（ha）当たり約 8～10 万円，下
刈りが必要，急斜面で足場が悪いなどの条件が最も
悪い人工林で 1（ha）当たり約 25 万円と森林管理サ
ービス 15）が結論づけている． 
しかし，基礎自治体ごとの人工林の状況を把握す

ることはできないので，この二つの平均を取り，１
(ha)当たり 17.5 万円とした．ただし，間伐は５年お
きに行うものとし，1 年間の人工林の手入れ費用は 1
（ha）当たり 3.5 万円として，人工林の面積を乗じて
1 年間の人工林の手入れ費用を算出する． 

 

6.7 1 年間で人工林を任意の割合で造成するのに必

要な金額の算出 

スギ人工林の造成に要する費用は１～５年生のス
ギ 1(ha)当たり 126 万円，6～10 年生のスギ 1(ha)当
たり 30 万円，11～50 年生のスギ 1(ha)当たり 75 万
円となる．従って，植栽から 50 年生までの造林・保
育に要する経費は，スギ人工林では，1(ha)当たり平
均で約 231 万円 16）になり，1 年で 1ha の造成に必
要な経費は 231 を 50 で除し 46200 円となる．そこ
に任意の割合で人工林を造成する面積を乗じて，1 年
間で人工林を任意の割合で造成するのに必要な金額
を算出する． 

7 シナリオ分析 

式（15）に，支出合計額の計算方法を示し，式（16）
に支出合計額を算出するための買う側の自治体が買
う排出枠量の計算方法を示す．売買される排出量の
均衡が訪れるまでに合計支出額は年々増加する．支
出合計額と補助金額差額は自治体負担となる．従っ
て自治体負担が多くなり，売買される排出量の均衡
が訪れる前に買う側の自治体も財政的に疲弊してし
まう. 
自治体負担を減らすために，買う側の自治体が自

治体努力で減らせる CO₂排出量や，任意で設定する
値を変更してシナリオ分析を行い，買う側の自治体
の負担軽減と売買される排出量の均衡を早めること
のできるシナリオを作成する． 
シナリオを作成するうえで，開発・設計における品質
工学であるタグチメソッドを用いることを検討した
が，本研究では自治体間 CO₂排出権取引制度を用い
た場合に実現が可能かのシナリオ分析をするのであ
り，自治体間 CO₂排出権取引制度の品質を上げるこ
とを目的としたシナリオ分析ではないためタグチメ
ソッドは用いらずにシナリオ分析を行う． 

支出合計額＝ 

買う側の自治体が買う排出枠量(t- CO₂) 

×ｔ- CO₂当たりの単価(円) 

×買う側の自治体で財政力指数が 1 を超えて 

いる自治体の割合      （15） 

買う側の自治体が買う排出枠量＝ 

各自治体の CO₂排出量(t- CO₂) 

-日本の CO₂総排出用/自治体数(t- CO₂)（16） 

 
Table6 シナリオの種類と変数 

シナリオ シナリオ 1 シナリオ 2 

復帰に必要な財源 6.5％ 6.5％ 

排出枠の削減率 26％ 26％ 

人工林の造成 1.7％ 1.7％ 

自治体努力 4.7％ 23% 

技術革新により

CO₂ が減る割合 

0.0006106％ 0.1％ 

補助金額 -6.5％ -6.5％ 

シナリオ シナリオ 3 シナリオ 4 

復帰に必要な財源 6.5％ 6.5％ 

排出枠の削減率 26％ 26％ 

人工林の造成 10％ 3.8％ 

自治体努力 4.7％ 19％ 

技術革新により

CO₂ が減る割合 

0.1％ 0.1％ 

補助金額 -6.5％ -6.5％ 

 

今回のシナリオは 2020 年以降の気候変動問題に
関する国際的な枠組みである．パリ協定で，日本が
中期目標としている 2030 年度の温室効果ガスの排
出を 2013 年度の水準から 26％削減することの達成
のためのシナリオとする．シナリオ 1 は基準となる
シナリオで，数値は下記のように決めた． 
財政復帰に必要な金額は今回の自治体間 CO₂排出

権取引制度を 2016 年から 2030 年までの 15 年計画
として，15 年で財政が復帰できるように 6.5％に設
定した．排出枠の削減率についてもパリ協定 17）で
日本が削減目標としている CO₂背景出量 2013 年比
26％削減をそのまま設定した．人工林の造成割合は
実際の人工林の面積推移の 5 年間の人工林増加割合
18）から 1 年の人工林増加の割合を推計し設定した．
自治体努力で削減できる CO₂排出量の割合は現在の
都道府県の CO₂削減取り組み 19）の CO₂削減目標を
一年ごとに推計し，都道府県な中で一番削減目標の
高い 8.3％と一番削減目標の低い 1%の平均を推計し
設定した．技術革新により CO₂が減る割合は二酸化
炭素排出量の予測データを推計するときに用いた割
合をそのまま用いた．補助金額も，今回の自治体間
CO₂排出権取引制度を 2016 年から 2030 年までの
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15 年計画として，15 年で財政が復帰できるように
6.5％に設定した．その結果，Fig.10，Fig.11 に示す
ように，売買される排出量の均衡は 2050 年を過ぎ
ても訪れることがないという結果になり，パリ協定
で設定された期間内に，間に合わない結果になって
しまった． 

Fig.10 シナリオ 1 支出合計額と補助金額 

Fig.11 シナリオ 1 排出量 

次にシナリオ２はシナリオ１から自治体努力で削
減できる CO₂排出量の割合と技術革新による CO₂排
出量削減割合だけを変えたシナリオで，技術革新に
よる CO₂排出量削減割合を変えることで均衡が訪れ
るのを早くすると考えたが，元に設定した値も，新し
く設定した値も割合が小さかったのであまり効果が
なかった．そして，自治体努力で削減できる CO₂排
出量の割合は 2030 年にこの制度が終わるように設
定した結果，Fig.12，Fig.13 に示すように，2030 年
に均衡には達するものの，治体努力で削減できる CO
₂排出量の割合が 23％と 8.3%を大幅に超える，現実
的でない結果になってしまった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12 シナリオ 2 支出合計額と補助金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13 シナリオ 2 排出量 

次にシナリオ 3 はシナリオ１から人工林の造成と
技術革新による CO₂排出量削減割合だけを変えたシ
ナリオで，人工林の造成だけを 2030 年にこの制度が
終わるように設定した結果，Fig.14，Fig.15 に示すよ
うに，2030 年に均衡には達するものの，治体努力で
削減できる CO₂排出量の割合が 10％なった．人工林
の造成率の最大値の推計は実際に北海道で植林取り
組み 20）として行われている，住民一人につき 30 本
木の植林を行う取り組みの植林する本数を都道府県
の面積で按分して人工林の造成率の最大値を 3.8％
推計したので，10％と現実的でない数字となってし
まった． 

Fig.14 シナリオ 3 支出合計額と補助金額 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15 シナリオ 3 排出量 

この３つの結果から，人工林の造成率が高いと総
支出金額の増加具合が高くなり，自治体努力自治体
努力で減らせる CO₂排出量の割合が高いと全体的な
支出金額が下がり増加具合ということが読取れる． 
 また，総排出量がグラフからは森林の造成と自治
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体努力で減らせる CO₂排出量では森林造成のほうが
より排出量の減少効果が強いことが読取れる． 
そしてシナリオ 4 では，人工林の造成率を実際に

あり得る割合の中で最も大きくしたときに，2030 年
にこの制度を完了させるには自治体努力で削減でき
る CO₂排出量の割合がどうなるか，シミュレーショ
ンした結果である．  
 Fig.16，Fig.17 に示すように，シナリオ 4 でも自治
体努力で削減できる CO₂排出量の割合は 19％と，シ
ナリオ 2 と比較したときにまだ現実的ではあるが，
それでも実現とは程遠い自治体努力での削減割合に
なってしまい，現在の取り組みによる自治体努力で
のCO₂削減割合の最大値より 10.7%もCO₂を削減し
ないと達成できないという結果になった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16 シナリオ 4 支出合計額と補助金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.17 シナリオ 4 排出量 

 

この 4 つのシナリオでは現実的な削減割合になら
ないので，シナリオ 5 として，現実的な人工林の造
成率と自治体努力で削減できる CO₂排出量の割合の
最大値でパリ協定の目標が達成しつつ，売買される
排出量の均衡がなるべく早く訪れるのは何年後にな
るのかをシミュレーションした．そして均衡が訪れ
る年までをこの制度の計画期間として，復帰に必要
な財源の割合と補助金額の設定を行った． 
シミュレーションの結果 Fig.18，Fig.19 に示すよ

うに 2038 年には近郊に達しており，なおかつ CO₂
排出量も減少している．さらに，Fig.20，Fig.21 に示
すように 2016 年と 2038 年を比べてみると排出枠を
買う自治体の数も減少していることがわかる． 
このことからシナリオ５の結果のような目標設定

で自治体間 CO₂排出権取引制度を行うことにより，
パリ協定の目標を達することができるほどに CO₂の
排出量も削減可能でなおかつ，過疎化自治体の収入
にもなることがわかる．  
 

 
Table7 シナリオの種類と変数 

シナリオ シナリオ 5 

復帰に必要な財源 4.3％ 

排出枠の削減率 26％ 

人工林の造成 3.8％ 

自治体努力 8.3％ 

技術革新により CO₂ が減る割合 0.1％ 

補助金額 -４.3％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18 シナリオ５支出合計額と補助金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19 シナリオ５排出量 
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Fig.20 2016 年の排出枠を買う自治体の分布 

 

Fig.21 2038 年の排出枠を買う自治体の分布 

シナリオ分析のまとめ 

本研究では５つのシナリオで分析を行ったが，任
意で設定する数値を現在の日本に合わせたシナリオ
1 では，2050 年以降も均衡訪れないことがわかった． 
パリ協定の目標を期限内に達成できるように数値

を設定したシナリオ 2，3，4 では期限内に達成でき
るが，設定する数値が現実的でない数値になってし
まった．人工林の造成率が高い 
と総支出金額の増加具合が高くなり，自治体努力

自治体努力で減らせる CO₂排出量の割合が高いと全
体的な支出金額が下がり増加具合ということが読み
取れた．  
また，数値を現実的な最大値に設定したシナリオ

５では， 2038 年付近にはパリ協定の CO₂削減目標

を達成し，均衡に達することが分かった．従って，現
実的な政策を提案するならば，パリ協定の CO₂削減
目標を 2040 年までに達成するとし，現在の人工林造
成率を維持して，自治体努力を最大化することが必
要である． 

8 終わりに 
本研究での作成した数理モデルは公開されている

過去のデータを用いて，将来のデータを予測し，任意
に指定する値でシミュレーションを行い，制度の指
標から自治体間の CO₂排出権取引制度の導入の検討
を行った．しかし，今回のモデルでは排出枠を買う自
治体は買わなくてはいけない排出枠をすべて買う事
にしている．よって，各自治体が自分たちで売買の意
思決定を行えていない． 
従って，実際に制度を実施する際の不確実性と自

治体の売買の意思決定などが組み込まれていない． 
今後の課題として，より検討の精度を向上させる

ために，実際に制度を行う際の不確実性をランダム
に実装する事と，各自治体が自分たちで売買の意思
決定をできるアルゴリズムなどを考慮したシミュレ
ーションを行う必要がある． 
本研究は SDGs7 番,11 番に該当し，新たなエネル

ギーの市場の創出，CO₂排出量の減少による持続可
能なエネルギーの確保と過疎化地域などの地域活性
化による人の居住地の持続可能化に貢献する． 
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